
受給者証の有効期間

№ 申請区分 始期（開始日） 終期（満了日）

1 【１年目】新規

2

【１年目】再認定（更新申請・有
効期間経過後に申請した場合）
＊診断書を添付または診断書により認
定された手帳の写しを添付した場合

3
【２年目】再認定（更新申請・有
効期間内に申請した場合）

現受給者証の有効期間満了日の翌
日

開始日から１年後の前月末日
 例)　 始期：R4.3.10の場合

終期：R5.2.28

4
【２年目】再認定（更新申請・有
効期間経過後に申請した場合）
＊診断書を添付しない場合（注）

5

【２年目】再認定（更新申請・有
効期間経過後に申請した場合）
＊診断書を添付または診断書により認
定された手帳の写しを添付した場合

6
【転入】新規（他都道府県・仙台
市からの転入）

市町村が申請書を受理した日
他県等で交付された受給者証
の有効期間満了日

7
【医療機関】支給認定の変更
（医療機関の変更・追加）

市町村が申請書を受理した日また
は申請書に記載した適用年月日
（ただし、市町村が申請書を受理
した日以降）

現受給者証の有効期間満了日

8 【所得区分】支給認定の変更
市町村が申請書を受理した日の翌
月１日（生活保護の場合は開始日
又は廃止日）

現受給者証の有効期間満了日

注）№４再認定（更新申請・有効期間経過後に申請した場合）＊診断書を添付しない場合とは、やむを得な
い事情がある場合のみの対応とする。

開始日から１年後の前月末日
 例)　 始期：R4.3.10の場合

終期：R5.2.28
市町村が申請書を受理した日

市町村が申請書を受理した日
開始日から１年後の前月末日

 例)　 始期：R4.3.10の場合
終期：R5.2.28



自立支援医療費（精神通院）支給認定申請に必要な添付書類

申請の区分
支給認定申請書
(様式第１号）

記載事項変更
届

（様式第６
号）

自立支援医療用
診断書（注１）
（様式第２号）

保険の状況を
証明する書類
（注２）

所得の状況を
証明する書類
　 （注３）

受給者証

【１年目】
新規及び
再認定（有効期間
経過後に申請した
場合を含む）

○ 　　　 ○ ○

　　　○
※生活保護に
関する書類の
み、当セン
ターに進達の
こと。

【２年目】
再認定（有効期間
内に更新申請した
場合）

○

　　　 ○
（ただし、状態
に変化がない場
合は２年に１度
の添付で可。）

○

　　　○
※生活保護に
関する書類の
み、当セン
ターに進達の
こと。

【転入】
新規（県外及び仙
台市からの転入）

○

○
（他県等で交付
された現在お持
ちの受給者証を
申請した際に提
出した診断書の
写。ただし仙台
市からの転入の
場合は省略可）

○

　　　○
※生活保護に
関する書類の
み、当セン
ターに進達の
こと。

○
（他県等より
交付されたも

のの写）

【医療機関】
追加・変更

　　　 ○
（訪問看護また
はデイケアを追
加する場合は、
主治医からの指
示等を証明する
書類の写し等を
添付すること）

       ○
（これまで指定
を受けていた病
名とは異なる病
名で別の病院を
追加する場合）

○
（原本）

【所得区分】
変更

○
　　　 ○
（保険証が変
更の場合）

　　　○
※生活保護に
関する書類の
み、当セン
ターに進達の
こと。

○
（原本）

【記載事項変更】
保険証の変更

○ ○ 　　　○

　　　○
(記載事項を
変更した受給
者証の写し）

【記載事項変更】
住所・氏名
・保護者の変更

○

　　　○
(記載事項を
変更した受給
者証の写し）

再　発　行
　　　○
(汚れ・破損
時）

返　　　還 ○

注１：診断書の添付について
　　  受給者証備考欄に支給要件の確認方法が記載されている。「１年目」は、次回の申請時に診断書の添付が不
　　　要、「２年目」は、次回の申請時に診断書の添付が必要な方である。       
注２：保険の状況を証明する書類について　※当センターへの進達は不要

　　　原則、マイナ保険証を利用し、情報ネットワークシステムにより資格確認を行うこと。できない場合は、➀

　　　マイナ保険証の提示、かつ、マイナポータル上の医療保険者の資格情報の画面、もしくはデータを印字した

　　　ものの提出、保険者から交付された、②資格確認書（写）の提出、③資格情報のお知らせ等により確認する

　　　こと。

注３：所得の状況を証明する書類について

　　　所得区分は、市町村民税の課税状況によることから、「市町民税等調査同意書（様式第3号）」の提出を受け、

　　　税情報を確認すること。税情報によらないもの（転入の場合や公的年金の額、その他厚生労働省令で定める
　　　給付、高額療養費に関するもの、生活保護等）については、申請者から提出を求め、生活保護に関する書類
　　　のみ、当センターに進達するものとする。　

自立支援医療費受給者証（再発行・返還）届（精神通院）（様式第7号）

自立支援医療費受給者証（再発行・返還）届（精神通院）（様式第7号）


